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大正天皇への「帝国憲法」御進講（一）

は
じ
め
に

清
水
澄
（
し
み
ず
と
お
る　

一
八
六
八
〜
一
九
四
七
）
博
士
は
、「
明
治
憲
法
に
殉
死
し
た
憲
法
学
者（
１
）」
に
し
て
最
後
の
枢
密
院
議
長
と

し
て
知
ら
れ
る
が
、
近
年
で
は
、
摂
政
時
代
の
昭
和
天
皇
（
一
九
〇
一
〜
一
九
八
九
、
在
位
一
九
二
六
〜
一
九
八
九
）
に
対
す
る
御
進
講
録

が
複
製
出
版
さ
れ（
２
）る
な
ど
、
宮
中
に
お
け
る
教
育
者
と
し
て
の
役
割
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
昭
和
天
皇
崩
御

後
に
新
た
な
史
料
が
続
々
と
公
開
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
昭
和
天
皇
の
政
治
関
与
が
詳
細
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ（
３
）と
と
無
関
係
で
は
な

い
。
昭
和
天
皇
の
政
治
行
動
に
は
、
牧
野
伸
顕
（
一
八
六
一
〜
一
九
四
九
、一
九
二
一
〜
一
九
二
五
宮
内
大
臣
、
一
九
二
五
〜
一
九
三
五
内

大
臣
）
ら
宮
中
側
近
か
ら
の
影
響
の
ほ
か
に
、
幼
少
期
か
ら
受
け
て
き
た
教
育
、
い
わ
ゆ
る
帝
王
学
の
影
響
も
大
き
い
と
推
測
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

昭
和
天
皇
の
帝
王
学
に
つ
い
て
は
、
東
宮
御
学
問
所
（
一
九
一
四
〔
大
正
三
〕
年
開
設
、
一
九
二
一
年
閉
校
）
で
の
教
育
が
早
く
か
ら
関

心
の
対
象
と
な
っ
て
お（
４
）り
、
近
年
で
は
さ
ら
に
、
摂
政
時
代
お
よ
び
即
位
後
も
続
け
ら
れ
た
定
例
御
進
講
や
臨
時
御
進
講
の
内
容
が
次
第
に

明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ（
５
）る
。
清
水
は
、
そ
の
両
方
で
昭
和
天
皇
の
教
師
を
務
め（
６
）た
。
ま
ず
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
一
月
に
東
宮
御
学
問

所
御
用
掛
と
な
り
、
翌
一
九
二
一
年
三
月
に
御
学
問
所
が
閉
校
と
な
る
ま
で
、
一
八
歳
か
ら
一
九
歳
に
か
け
て
の
皇
太
子
裕
仁
親
王
に
「
法

制
・
経
済
」
を
講
義
し
た
。
次
い
で
、
皇
太
子
が
欧
州
歴
訪
か
ら
帰
国
し
摂
政
と
な
っ
た
同
年
秋
に
は
、
東
宮
職
御
用
掛
と
し
て
「
帝
国
憲

法
」
の
定
例
御
進
講
を
行
っ（
７
）た
。「
帝
国
憲
法
」
の
御
進
講
が
い
つ
ま
で
続
い
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
昭
和
天
皇
が
即
位
す
る
一
九
二
六

年
ま
で
に
は
終
了
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
の
即
位
に
伴
っ
て
、
清
水
の
肩
書
き
も
宮
内
省
御
用
掛
に
変
わ
る
が
、
即
位
前
後
に

は
「
行
政
法
」
と
「
皇
室
令
制
」
の
御
進
講
が
そ
れ
ぞ
れ
週
に
一
回
ず
つ
行
わ
れ
て
い（
８
）る
。
清
水
の
定
例
御
進
講
は
、
一
九
三
〇
・
三
一
年

頃
ま
で
行
わ
れ（
９
）た
。
そ
の
後
も
臨
時
の
御
進
講
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
清
水
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
九
月
に
自
決
を
遂
げ
る
ま
で
宮

（337）



74

内
省
御
用
掛
を
務
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
天
皇
へ
の
教
育
に
お
い
て
清
水
が
果
た
し
た
役
割
は
、
長
期
に
わ
た
り
、
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
昭
和
天
皇
へ
の
教

育
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
る
つ
れ
て
、
清
水
の
御
進
講
に
光
が
当
て
ら
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
清
水
が
大
正
天
皇
（
一
八
七
九
〜
一
九
二
六　

在
位
一
九
一
二
〜
一
九
二
六
）
へ
も
憲
法
の
御
進
講
を
行
っ
た
こ

と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、『
清
水
澄
博
士
論
文
・
資
料
集
』
巻
末
の
「
清
水
澄
略
歴
」
に
は
「
大
正
四
年　

宮
内
省

御
用
掛
（
大
正
天
皇
に
御
進
講
）」
と
あ（
亜
）り
、『
国
史
大
辞
典
』
の
清
水
の
項
に
は
「
宮
内
省
御
用
掛
と
し
て
大
正
天
皇
に
進
講
」
し
た
旨
の

記
述
が
あ（
唖
）る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
を
示
す
史
料
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ

を
紹
介
・
検
討
し
た
業
績
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

も
と
も
と
大
正
天
皇
は
、
心
身
と
も
に
弱
く
、
政
治
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
正
天
皇
に
ど
の
よ
う
な
教

育
が
行
わ
れ
、
い
か
な
る
人
格
形
成
が
な
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
意
義
は
少
な
い
、
と
一
般
に
考
え
ら
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
大
正
天
皇

が
憲
法
の
授
業
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
ら
の
政
治
的
判
断
を
形
成
し
て
い
た
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
低
調
な
研
究
状
況
に
は
、
少
な
く
と
も
政
治
史
の
観
点
か
ら
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
大
正
天
皇
像
を
塗
り
替
え
よ
う
と
す
る
意
欲
作
、
原
武
史
『
大
正
天
皇
』
が
登
場
し（
娃
）た
。
同
書
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の

病
弱
な
天
皇
と
い
う
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
べ
く
、
皇
太
子
時
代
に
は
つ
ら
つ
と
し
て
全
国
巡
啓
を
す
る
様
子
や
、
人
間
的
で
気
さ
く
な

人
物
像
を
、
新
聞
や
日
記
を
使
っ
て
描
き
出
し
、
大
正
天
皇
は
牧
野
伸
顕
ら
に
よ
っ
て
「
押
し
込
め
」
ら
れ
た
と
主
張
す
る
。
同
書
に
は
、

天
皇
の
成
人
前
の
教
育
に
つ
い
て
の
比
較
的
詳
し
い
検
討
が
あ
り
、
も
と
も
と
健
康
状
態
が
よ
く
な
い
皇
太
子
嘉
仁
親
王
に
対
し
て
詰
め
込

み
教
育
が
行
わ
れ
、
ま
す
ま
す
健
康
が
悪
化
し
教
育
が
遅
れ
る
と
い
う
状
況
が
描
か
れ
て
い（
阿
）る
。
同
書
は
大
正
天
皇
へ
の
教
育
に
つ
い
て
一

定
の
関
心
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
結
婚
（
一
九
〇
〇
年
）
後
あ
る
い
は
即
位
（
一
九
一
二
年
）
後
の
御
進
講
に
つ
い
て
の
言
及
は
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大正天皇への「帝国憲法」御進講（一）

な
い
。
さ
す
が
に
同
書
も
、
大
正
天
皇
が
「
人
間
と
し
て
」
未
熟
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
に
止
ま
り
、
政
治
的
に
未
熟
・
無
能
で
あ
っ

た
こ
と
ま
で
否
定
し
て
は
い
な（
哀
）い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
大
正
天
皇
に
対
す
る
倫
理
・
政
治
・
行
政
・
軍
事
・
社
会
な
ど
に
関
す
る
教
育
す
な
わ

ち
帝
王
学
は
、
や
は
り
失
敗
し
た
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
二
月
に
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
で
「
清
水
澄
関
係
文
書
」（
追
加
分
）
が
新
規
公
開
さ
れ

た
。
こ
こ
に
、
清
水
に
よ
る
大
正
天
皇
へ
の
「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
録
の
大
部
分
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
御
進
講
の
内
容
が
初
め
て
明

ら
か
と
な
っ（
愛
）た
。
本
稿
は
、
こ
の
御
進
講
録
を
紹
介
・
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
御
進
講
は
、
大
正
天
皇
の
政
治
行
動
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

政
治
的
な
意
義
が
あ
る
、
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
本
稿
の
叙
述
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
清
水
の
著
作
や
昭
和

天
皇
へ
の
御
進
講
録
と
相
当
に
異
な
る
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
理
論
的
な
深
み
も
な
い
の
で
、
憲
法
学
説
史
上
の
意
義

も
薄
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
史
料
を
紹
介
・
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。
一
つ
に

は
、
昭
和
天
皇
へ
の
御
進
講
を
本
史
料
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
天
皇
へ
の
教
育
の
あ
り
方
が
、
よ
り
多
角
的
に
明
ら
か
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
本
史
料
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
を
受
け
て
変
動
し
つ
つ
あ
る
国
家
制
度
の
あ

り
方
全
体
を
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
大
正
天
皇
へ
の
「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
の
全
体
像
を
概
観
し
た
上
で
、
と
く
に
そ
の
日
程
に
つ
い
て
検
討
し

（
一
）、
次
い
で
、
帝
国
憲
法
の
章
ご
と
に
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
（
二
）。
こ
こ
で
は
、
昭
和
天
皇
へ
の
御
進
講
や
清
水
の
公
刊
さ
れ
た
著

書
と
比
較
し
な
が
ら
、
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
最
後
に
、
大
正
天
皇
へ
の
御
進
講
の
特
徴
を
ま
と
め
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
整

理
す
る
（
お
わ
り
に
）。
な
お
本
稿
で
は
、
史
料
の
引
用
に
際
し
て
、
現
在
使
用
さ
れ
な
い
正
字
体
・
異
体
字
・
合
字
は
現
在
通
行
の
字
体

に
変
え
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
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注（
１
）　

憲
法
学
者
で
あ
る
令
息
清
水
虎
雄
氏
が
文
藝
春
秋
一
九
六
四
年
一
一
月
号
に
記
し
た
回
想
記
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

（
２
）　

清
水
澄
謹
撰
・
所
功
解
説
『
法
制
・
帝
国
憲
法
』（
一
九
九
七
年
、
原
書
房
）。

（
３
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
昭
和
天
皇
独
白
録
（
寺
崎
英
成
、
マ
リ
コ
・
テ
ラ
サ
キ　

ミ
ラ
ー
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』〔
一
九
九
一
年
、

文
藝
春
秋
〕）
の
公
開
以
来
、
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
最
近
で
は
、
伊
藤
之
雄
『
政
党
政
治
と
天
皇
』（
二
〇
〇
二
年
、
講
談
社
）
一
一
〜

二
二
頁
、
二
九
二
〜
二
九
七
頁
、
三
一
二
〜
三
二
三
頁
が
、
近
代
の
英
国
国
王
と
比
べ
て
も
、
昭
和
天
皇
と
宮
中
側
近
の
政
治
関
与
は
積
極
的
で
、

そ
れ
が
軍
部
な
ど
の
不
信
を
招
い
た
、
と
評
価
し
て
い
る
。

（
４
）　

東
宮
御
学
問
所
に
つ
い
て
は
、
大
竹
秀
一
『
天
皇
の
学
校―

昭
和
の
帝
王
学
と
高
輪
御
学
問
所―

』（
一
九
八
六
年
、
文
藝
春
秋
）
が
詳
し

い
。
同
書
は
、
倫
理
の
御
進
講
を
担
当
し
た
杉
浦
重
剛
（
一
八
五
五
〜
一
九
二
四
）
日
本
中
学
校
校
長
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
倫
理
御
進
講
の
教

科
書
は
、
杉
浦
重
剛
著
・
猪
狩
又
蔵
編
『
倫
理
御
進
講
草
案
』（
一
九
三
六
年
、
杉
浦
重
剛
先
生
倫
理
御
進
講
草
案
刊
行
会
）。
御
学
問
所
で
用
い
ら

れ
た
教
科
書
は
、
ほ
か
に
、
後
述
す
る
清
水
の
「
法
制
」（
清
水
・
前
掲
書
注
（
２
））
と
、
白
鳥
庫
吉
謹
撰
・
所
功
解
説
『
國
史
』（
一
九
九
七

年
、
勉
誠
社
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

御
進
講
の
中
で
は
、
三
上
参
次
（
一
八
六
五
〜
一
九
三
九
）
宮
内
省
臨
時
帝
室
編
修
官
長
に
よ
る
明
治
天
皇
の
事
跡
に
関
す
る
進
講
が
重
要
で

あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
高
橋
勝
浩
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
高
橋
勝
浩
「
三
上
参
次
の
進
講
と
昭
和
天

皇―

明
治
天
皇
の
聖
徳
を
め
ぐ
っ
て―

」
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
復
刊
一
五
号
（
一
九
九
五
年
）、
同
「
史
料
紹
介　

三
上
参
次
『
進
講

案
』」
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
八
三
輯
（
一
九
九
九
年
）
三
四
七
頁
以
下
、
同
「
資
料
翻
刻　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
三
上
参
次
『
御
進

講
案
』―

そ
の
一―

」
同
九
二
輯
（
二
〇
〇
三
年
）
四
四
九
頁
以
下
、「
同―

そ
の
二―

」
同
九
三
輯
（
二
〇
〇
四
年
）
四
一
五
頁
以

下
。

（
６
）　

本
稿
で
は
、
清
水
の
履
歴
事
項
は
、
特
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
以
下
の
資
料
に
よ
る
。
清
水
澄
著
・
清
水
澄
博
士
論
文
資
料
刊
行
会
編
『
清
水
澄

博
士
論
文
・
資
料
集
』（
一
九
八
三
年
、
原
書
房
）
一
一
九
二
頁
以
下
の
「
清
水
澄
略
歴
」、
清
水
・
前
掲
書
注
（
２
）
巻
末
所
収
の
所
功
「『
法

制
・
帝
国
憲
法
』
解
説
」、
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
代
人
物
履
歴
辞
典
』（
二
〇
〇
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
二
六
六
頁
。

（
７
）　

東
宮
御
学
問
所
に
お
け
る
「
法
制
・
経
済
」
と
、
摂
政
宮
へ
の
定
例
御
進
講
「
帝
国
憲
法
」
の
教
科
書
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
が
、
清
水
・
前

掲
書
注
（
２
）
で
あ
る
。
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（
８
）　

一
九
二
六
年
七
月
に
内
大
臣
秘
書
官
長
と
な
っ
た
河
井
弥
八
（
一
八
七
七
〜
一
九
六
〇
）
は
、
翌
年
三
月
に
侍
従
次
長
兼
皇
后
宮
大
夫
に
転
じ

る
ま
で
、
清
水
の
御
進
講
を
陪
聴
し
て
い
る
。 

河
井
の
日
記
（
河
井
弥
八
『
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中―

侍
従
次
長
河
井
弥
八
日
記―

』
第
一

巻
〔
一
九
九
三
年
、
岩
波
書
店
〕）
に
陪
聴
に
つ
い
て
の
記
事
が
み
ら
れ
る
の
は
、
一
九
二
六
年
九
月
二
八
日
火
曜
日
の
条
（
三
〇
頁
）
か
ら
、
翌

年
三
月
四
日
金
曜
日
の
条
（
一
〇
一
頁
）
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
毎
週
火
曜
日
に
「
行
政
法
」
の
御
進
講
、
毎
週
金
曜
日
に
「
皇
室
令

制
」
の
御
進
講
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　

一
九
二
七
年
か
ら
侍
従
で
あ
っ
た
永
積
寅
彦
（
一
九
〇
二
〜
一
九
九
四
）
の
回
想
に
よ
る
（
永
積
寅
彦
『
昭
和
天
皇
と
私―

八
十
年
間
お
側

に
仕
え
て―
』〔
一
九
九
二
年
、
学
習
研
究
社
〕
一
一
〇
頁
）。

　
　
　

な
お
、
永
積
は
「
だ
ん
だ
ん
時
事
問
題
、
枢
密
院
に
か
か
る
議
案
と
い
っ
た
、
現
代
の
法
律
に
つ
い
て
の
解
説
を
申
し
上
げ
る
こ
と
が
多
く
な
り

ま
し
て
、
あ
ま
り
適
当
じ
ゃ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
心
配
が
で
て
き
て
、
そ
れ
で
お
止
め
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す

よ
。」
と
述
べ
て
い
る
（
同
頁
）。
こ
の
回
想
が
、
と
く
に
清
水
の
御
進
講
に
つ
い
て
の
も
の
か
、
定
例
御
進
講
一
般
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
か

は
、
文
脈
上
定
か
で
は
な
い
。

　
　
　

と
は
い
え
清
水
は
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
次
の
よ
う
な
時
事
問
題
に
関
連
す
る
御
進
講
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
一
九
二
八
（
昭
和

三
）
年
四
月
三
〇
日
・
五
月
七
日
・
一
四
日
（
い
ず
れ
も
月
曜
日
）
の
三
回
に
わ
た
り
、
同
年
二
月
に
施
行
さ
れ
た
最
初
の
普
通
選
挙
を
う
け
て

「
普
通
選
挙
の
実
施
に
関
す
る
御
進
講
」
を
行
っ
た
（
河
井
弥
八
『
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中―

侍
従
次
長
河
井
弥
八
日
記―

』
第
二
巻

〔
一
九
九
三
年
、
岩
波
書
店
〕
六
八
頁
、
七
五
頁
、
八
〇
頁
）。
②
一
九
三
〇
年
五
月
六
日
火
曜
日
に
は
、
前
月
二
二
日
に
調
印
さ
れ
統
帥
権
干
犯

問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
に
関
連
し
て
、「
帝
国
憲
法
ト
軍
縮
問
題
」
と
題
す
る
御
進
講
を
行
政
法
定
例
御
進
講
の
一

環
と
し
て
行
っ
た
（
佐
藤
元
英
「
清
水
澄
法
学
博
士
の
御
進
講
と
統
帥
権
解
釈―

ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
を
め
ぐ
っ
て―

」
法
律
時
報
七
一

巻
七
号
〔
一
九
九
九
年
〕
扉
）。
③
一
九
三
三
年
五
月
に
二
回
に
わ
た
っ
て
、
前
月
に
起
こ
っ
た
京
大
滝
川
事
件
に
つ
い
て
の
御
進
講
を
行
っ
た

（
宮
本
盛
太
郎
「
昭
和
前
期
史
の
一
齣―

北
一
輝
・
本
庄
繁
・
清
水
澄―

」
書
斎
の
窓
二
〇
〇
三
年
一
＝
二
月
号
三
八
頁
）。
④
同
年
一
〇
月

一
〇
日
、「
北
一
輝
ノ
国
家
改
造
法
案
」
に
つ
い
て
御
進
講
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
同
年
三
月
に
ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
が
成
立
さ
せ
た
授
権
法

を
直
接
の
き
っ
か
け
に
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。（
宮
本
・
前
掲
論
文
三
六
頁
、
三
八
頁
）

（
10
）　

清
水
・
前
掲
書
注
（
６
）
一
一
九
二
頁
。

（
11
）　

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻
（
一
九
八
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
一
三
五
頁
〔
由
井
正
臣
〕。
臼
井
勝
美
ほ
か
編
『
日
本
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近
現
代
人
名
辞
典
』（
二
〇
〇
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
五
二
〇
頁
〔
由
井
正
臣
〕
も
同
文
で
あ
る
。
由
井
が
、
大
正
天
皇
へ
の
御
進
講
に
つ
い
て
記

述
し
な
が
ら
、
よ
り
長
期
に
わ
た
り
重
要
性
も
高
い
昭
和
天
皇
へ
の
御
進
講
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
理
解
し
が
た
い
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
大
須
賀
明
ほ
か
編
『
三
省
堂
憲
法
辞
典
』（
二
〇
〇
一
年
、
三
省
堂
）
に
は
、
清
水
澄
と
い
う
項
目
は
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
清
水

が
現
在
の
憲
法
学
界
で
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
現
状
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
清
水
と
同
じ
よ
う
に
、
内
務
官
僚
・
宮
中
側

近
・
枢
密
顧
問
で
あ
る
一
方
で
公
法
学
者
で
も
あ
っ
た
一
木
喜
徳
郎
（
一
八
六
七
〜
一
九
四
四
）
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
清
水
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
い
さ
さ
か
不
可
解
で
あ
る
。

（
12
）　

原
武
史
『
大
正
天
皇
』（
二
〇
〇
〇
年
、
朝
日
新
聞
社
）。
批
判
的
な
書
評
と
し
て
、
伊
藤
之
雄
「
書
評
・
原
武
史
著
『
大
正
天
皇
』（
朝
日
選

書
）」
日
本
歴
史
六
四
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
五
頁
以
下
が
あ
る
。

（
13
）　

原
・
前
掲
書
注
（
12
）
三
三
頁
以
下
。

（
14
）　

原
・
前
掲
書
注
（
12
）
一
九
二
頁
。

（
15
）　

こ
の
史
料
の
新
規
公
開
と
、
関
連
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
京
都
産
業
大
学
教
授
所
功
先
生
に
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

一　

御
進
講
の
全
体
像
と
日
程

（
一
）
全
体
の
構
成

清
水
澄
博
士
の
大
正
天
皇
に
対
す
る
「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
録
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
清
水
澄
関
係
文
書
」

一
一
二
八
〜
一
一
七
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
榛
原
製
十
行
罫
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
喜
多
川
製
十
行
罫
紙
と
行

政
裁
判
所
十
三
行
罫
紙
も
一
部
使
わ
れ
て
い
る
。
本
文
の
ほ
と
ん
ど
は
、
楷
書
又
は
行
書
で
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
、
欄
外
へ
の
書
き
込
み
も

多
い
。
一
部
に
ペ
ン
書
き
の
原
稿
が
あ
り
、
ま
た
、
鉛
筆
に
よ
る
書
き
込
み
も
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
罫
紙
一
枚
あ
た
り
の
本
文
の
字
数

は
、
三
三
〇
〜
三
五
〇
字
程
度
で
あ
り
、
御
進
講
一
回
あ
た
り
一
〇
枚
前
後
の
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
御
進
講
一
回
あ
た
り
の
時
間
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は
、
四
竈
孝
輔
（
一
八
七
六
〜
一
九
三
七
）
侍
従
武
官
（
海
軍
大
佐
）
の
日（
挨
）記
に
「
午
前
二
時
よ
り
五
十
分
間
、
清
水
御
用
掛
の
憲
法
御
前

進
講
を
陪
聴
差
許
さ
る
。」（
四
竈
二（
姶
）二
）
と
の
記
事
が
あ
り
、
五
〇
分
間
が
通
例
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
製
本
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
回
ご
と

に
金
属
製
ク
リ
ッ
プ
で
綴
じ
た
跡
が
残
っ
て
い
る
。

御
進
講
は
六
〇
回
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
九
回
分
の
御
進
講
録
が
欠
け
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
六
〇
回
で
完
結
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
未
完
の
ま
ま
終
了
し
た
よ
う
で
あ
る
。
各
回
の
御
進
講
録
の
一
枚
目
右
欄
外
に
日
付
が
付
さ
れ
て
お
り
、
御
進
講
日
と
考
え
ら

れ
る
。
全
体
の
構
成
を
、
左
表
に
示
す
。
表
中
の
日
付
欄
は
、
修
正
も
含
め
て
欄
外
書
き
込
み
の
通
り
に
表
記
し
た
。
□
は
判
読
不
明
箇

所
、
見
せ
消
し
は
削
除
箇
所
、
ゴ
シ
ッ
ク
は
加
筆
箇
所
で
あ
る
。
内
容
の
欄
も
、
御
進
講
録
本
文
中
の
見
出
し
の
通
り
で
あ
る
。

回
数

日
付

枚
数

備
考

内
容

資
料
番
号

一

大
正
四
年
十
月
一
日

九

概
要
二
枚

第
一
章　

国
家

一
一
二
八

二

大
正
四
年
十
月
十
五
日

八

概
要
二
枚

第
二
章　

統
治
権

一
一
二
九

三

大
正
四
年
十
月
二
十
九
日

八

概
要
二
枚
墨
書
、
本

体
五
枚
ペ
ン
書
き

第
三
章　

法

一
一
三
〇

四

大
正
四
年
十
二
月
十
七
日

六

概
要
二
枚

第
四
章　

憲
法

一
一
三
一

五

大
正
五
年
一
月
廿
一
日
進
講

九

概
要
三
枚

大
日
本
帝
国
憲
法
第
一
章
総
論

一
一
三
二
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六

大
正
五
年
二
月
四
日

一
一

概
要
三
枚

第
一
条
、
第
二
条

一
一
三
三

七

大
正
五
年
二
月
十
八
日

九

「
意
義
」
二
枚

第
三
条
ノ
意
義
、
第
四
条
ノ
意
義
、
第
五
条

ノ
意
義
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条

一
一
三
四

八

欠

九

大
正
五
年
三
月
十
七
日
進
講
之
分

一
一

「
意
義
」
三
枚

第
八
条
ノ
意
義
、
第
八
条

一
一
三
五

一
〇

大
正
五
年
四
月
二
十
一
日

九

「
意
義
」
三
枚

第
九
条
ノ
意
義
、
第
九
条

一
一
三
六

一
一

大
正
五
年
五
月
十
九
日

八

「
意
義
」
二
枚

第
十
条
ノ
意
義
、
第
十
条

一
一
三
七

一
二

欠

一
三

六
月
十
六
日

九

「
意
義
」
二
枚
、

「
補
遺
」
二
枚
、
ほ

か
に
メ
モ
一
枚

第
十
三
条
ノ
意
義
、
第
十
三
条
ノ
補
遺
、
第

十
四
条
、
第
十
五
条

一
一
三
八

一
四

七
月
七
日

四

「
補
遺
」
一
枚
、

「
意
義
」
三
枚

第
十
三
条
ノ
補
遺
、
第
十
四
条
ノ
意
義
、
第

十
五
条
ノ
意
義

一
一
三
九

一
五

十
月
六
日
二
十

一
〇

「
意
義
」
三
枚
、
ほ

か
に
メ
モ
一
枚

第
十
六
条
ノ
意
義
、
第
十
七
条
ノ
意
義
、
第

十
六
条
、
第
十
七
条

一
一
四
〇
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一
六

十
二
月
十
五
日
（
第
三
金
曜
□
□

七

第
二
章
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条

一
一
四
一

一
七

大
正
六
年
一
月
十
九
日

八

第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、

第
二
十
三
条

一
一
四
二

一
八

□
月
十
六
日

一
一

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六

条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条

一
一
四
三

一
九

三
月
二
日
御
進
講

一
〇

ほ
か
に
草
稿
七
枚
、

メ
モ
四
枚

第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条

一
一
四
四

二
〇

三
月
十
六
日
御
進
講

九

ほ
か
に
草
稿
六
枚

第
三
十
二
条
、
第
三
章
帝
国
議
会

一
一
四
五

二
一

大
正
六
年
三
月
三
十
日
四
月
六
日

御
進
講
ノ
分

七

ほ
か
に
草
稿
三
枚

第
三
十
三
条

一
一
四
六

二
二

大
正
六
年
四
月
二
十
五
日

八

ほ
か
に
草
稿
三
種
九

枚
、
メ
モ
一
枚

第
三
十
四
条

一
一
四
七

二
三

大
正
六
年
五
月
四
日

九

ほ
か
に
メ
モ
三
枚

第
三
十
五
条

一
一
四
八

二
四

大
正
六
年
五
月
十
八
日

八

ほ
か
に
メ
モ
一
枚
貼

付

第
三
十
五
条
ノ
続
キ

一
一
四
九
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二
五

大
正
六
年
六
月
一
日
（
第
一
金
曜

日
）

八

第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条

一
一
五
〇

二
六

大
正
六
年
六
月
十
五
二
十
九
日

（
第
三
五
金
曜
日
）

七

第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条

一
一
五
一

二
七

大
正
六
年
六
月
二
十
九
日（

第
五

金
曜
日）

七
月
六
日
（
第
一
金
曜

日
）
御
進
講
ノ
分

七

第
四
十
一
条

一
一
五
二

二
八

〔
日
付
欠
〕

七

ほ
か
に
草
稿
一
枚

第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条

一
一
五
三

二
九

大
正
六
年
十
月
五
日
第
二
十
九
回
御

進
講
ノ
分

六

第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条

一
一
五
四

三
〇

欠

三
一

欠

三
二

欠

三
三

欠

三
四

欠
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三
五

欠

三
六

欠

三
七

二
月
十
五
日
御
進
講
ノ
分

九

第
四
章
国
務
大
臣
及
枢
密
顧
問
ノ
続
キ

一
一
五
五

三
八

三
月
一
日
御
進
講
ノ
分

九

第
五
十
五
条
第
一
項

一
一
五
六

三
九

三
月
□
五
日
御
進
講
ノ
分

一
三

第
五
十
五
条
第
二
項

一
一
五
七

四
〇

三
月
二
十
九
日
御
進
講
ノ
分

九

第
五
十
五
条
ノ
続
キ

一
一
五
八

四
一

四
月
五
日
御
進
講
ノ
分

九

憲
法
第
五
十
六
条

一
一
五
九

四
二

四
月
□
九
日
御
進
講
ノ
分

一
二

第
五
十
六
条
ノ
続
キ

一
一
六
〇

四
三

五
月
三
日
御
進
講
ノ
分

一
〇

第
五
十
六
条
ノ
続
キ

一
一
六
一

四
四

五
月
□
七
日
御
進
講
ノ
分

七

第
五
章
司
法

一
一
六
二

四
五

五
月
三
十
一
日
（
第
五
金
曜
日
）
御

進
講
ノ
分

八

第
五
十
七
条
第
一
項

一
一
六
三

四
六

六
月
七
日
御
進
講
ノ
分

九

第
五
十
七
条
第
二
項

一
一
六
四
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四
七

六
月
二
十
一
日  

七
月
五
日 

九
月

二
十
日
御
進
講
ノ
分

一
〇

四
枚
目
欠

第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
二
項

一
一
六
五

四
八

十
月
四
日
（
第
一
金
曜
日
）
御
進
講

ノ
分

一
一

ほ
か
に
メ
モ
一
枚

第
五
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
九
条

一
一
六
六

四
九

十
月
十
八
日
御
進
講
ノ
分

一
一

第
六
十
条

一
一
六
七

五
〇

十
一
月
一
日
二
十
九
日
御
進
講
ノ

分

一
一

第
六
十
一
条

一
一
六
八

五
一

十
二
月
二
十
日 

御
休
ミ
一
月
十
七

日
（
第
三
金
曜
日
）
御
進
講
ノ
分

一
二

第
六
章
会
計
、
第
六
十
二
条
第
一
項

一
一
六
九

五
二

□
月
三
十
一
日 

四
月
四
日
（
大
正

八
年
）（
第
五
一
金
曜
日　

御
進
講

ノ
分
）

一
二

第
六
十
二
条
第
一
項
但
書
、
第
六
十
二
条
第

二
項

一
一
七
〇

五
三

四
月
十
八
日
第
三
金
曜
日
御
進
講
ノ

分

一
〇

第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条

一
一
七
一

五
四

五
月
十
六
日
御
進
講
ノ
分
（
第
三
金

曜
日
）

一
〇

第
六
十
四
条
ノ
続
キ

一
一
七
二
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五
五

大
正
八
年
五
月
三
十
日
（
第
五
金
曜

日
）
御
進
講
ノ
分

一
〇

第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条

一
一
七
三

五
六

六
月
六
日
御
進
講
ノ
分
（
第
一
金
曜

日
）

九

第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条

一
一
七
四

五
七

六
月
二
十
日
御
進
講
（
第
三
金
曜

日
）

九

第
六
十
八
条
、
第
六
十
九
条

一
一
七
五

五
八

七
月
四
日
（
第
一
金
曜
日
）
御
進
講

九

第
七
十
条

一
一
七
六

五
九

九
月
十
九
日 

十
月
三
日
十
一
月

七
日
（
第
三
金
曜
日
）
御
進
講
ノ
分

一
〇

第
七
十
一
条

一
一
七
七

六
〇

十
一
月
二
十
一
日
十
二
月
五
日

（
第
一
金
曜
日
）
御
進
講
ノ
分

九

ほ
か
に
草
稿
七
枚

第
七
十
一
条
（
続
キ
）、
第
七
十
二
条
第
一
項

一
一
七
八

（
草
稿
一

一
七
九
）

御
進
講
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
次
の
諸
点
を
指
摘
で
き
る
。

（
１
）「
第
四
回
迄
ハ
緒
論
／
第
五
回
以
後
ハ
大
日
本
帝
国
憲
法
逐
条
講
義
」（
大
正
進
講
一
一
三
二―

（
逢
）一

）
と
い
う
構
成
が
採
ら
れ
、
第
四

回
御
進
講
ま
で
国
家
・
法
・
憲
法
に
関
す
る
一
般
法
学
的
な
説
明
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
天
皇
の
摂
政
宮
時
代
の
御
進
講
に

は
み
ら
れ
な
い
。
後
者
の
冒
頭
に
は
、「
帝
国
憲
法
ノ
制
定
」
と
「
帝
国
憲
法
ノ
特
色
」
が
、
わ
す
か
七
頁
を
割
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
に
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過
ぎ
な
い
（
昭
和
進
講
一―

一
〜（
葵
）七
）。
昭
和
天
皇
に
対
し
て
は
、
東
宮
御
学
問
所
で
の
「
法
制
・
経
済
」
に
お
い
て
法
学
通
論
が
講
ぜ
ら
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
教
科
書
『
法
制
』
の
第
一
章
国
家
・
第
二
章
法
制
は
一
五
三
頁
に
わ
た
っ
て
お
り
（『
法
制
』
一
〜
一
五（
茜
）三
）、
大

正
天
皇
へ
の
御
進
講
の
緒
論
よ
り
か
な
り
詳
し
い
。

（
２
）
第
一
五
回
御
進
講
ま
で
は
、
御
進
講
録
本
文
の
ほ
か
に
、
そ
の
回
の
御
進
講
の
概
要
を
示
す
部
分
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部

分
は
、
第
五
回
御
進
講
ま
で
は
、
目
次
に
要
点
を
付
記
し
た
形
で
あ
る
が
、
逐
条
解
説
に
入
っ
た
第
六
回
御
進
講
か
ら
は
、
条
ご
と
の
説
明

の
要
約
で
あ
る
。
第
七
回
御
進
講
か
ら
は
、「
第
○
条
ノ
意
義
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
帝
国
憲
法
第
二
章
臣
民
権
利
義
務
以
降
、
す
な
わ
ち

第
一
六
回
御
進
講
以
降
は
、
こ
の
よ
う
な
要
約
部
分
は
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
進
講
方
針
の
修
正
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
第
二
〇
回
御
進
講
以
降
、
す
な
わ
ち
第
三
章
帝
国
議
会
以
降
の
説
明
は
、
そ
れ
以
前
の
部
分
よ
り
も
明
ら
か
に
詳
し
く
な
っ
て
い

る
。
右
表
の
「
内
容
」
の
欄
を
概
観
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
は
御
進
講
一
回
あ
た
り
三
ヶ
条
程
度
進
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
以
降

は
一
ヶ
条
に
つ
き
御
進
講
一
回
と
い
っ
た
ペ
ー
ス
で
あ
る
。
第
二
章
臣
民
権
利
義
務
は
も
と
も
と
説
明
す
べ
き
内
容
が
少
な
い
部
分
で
あ
る

と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
第
二
章
か
ら
、
ま
た
は
遅
く
と
も
第
三
章
に
入
る
あ
た
り
で
、
進
講
方
針
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）
第
五
〇
回
御
進
講
す
な
わ
ち
第
五
章
司
法
ま
で
の
御
進
講
録
は
、
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
の
文
語
文
（
ナ
リ
・
タ
リ
調
）
で
記
さ

れ
て
い
る
が
、
第
六
章
会
計
を
内
容
と
す
る
第
五
一
回
御
進
講
以
降
は
、
口
語
体
（
ゴ
ザ
イ
マ
ス
調
）
に
変
わ
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
こ
の
時
期
は
、
大
正
天
皇
の
病
状
が
急
に
悪
化
す
る
時
期
で
あ
る
。

注（
16
）　

四
竈
孝
輔
『
侍
従
武
官
日
記
』（
一
九
八
〇
年
、
芙
蓉
書
房
）。
本
稿
で
は
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
の
割
注
と
し
て
、（
四
竈
〔
頁
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数
〕）
の
形
式
で
示
す
。

（
17
）　

大
正
六
年
五
月
一
八
日
条
。
第
二
四
回
御
進
講
に
あ
た
る
。

（
18
）　

本
稿
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
清
水
澄
関
係
文
書
」
中
の
大
正
天
皇
に
対
す
る
「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
録
か
ら
引
用
す
る

場
合
に
は
、
本
文
中
の
割
注
の
形
式
と
す
る
。
引
用
は
、「
大
正
進
講
」
と
記
し
た
上
で
、
同
文
書
の
資
料
番
号
と
原
稿
の
該
当
箇
所
の
枚
数
を
付

記
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
大
正
進
講
一
一
三
二―

一
」
と
は
、
清
水
澄
関
係
文
書
資
料
番
号
一
一
三
二
の
原
稿
一
枚
目
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
19
）　

本
稿
で
は
、
摂
政
時
代
の
裕
仁
皇
太
子
へ
の
「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
の
複
製
版
で
あ
る
清
水
・
前
掲
書
注
（
２
）
に

よ
っ
て
本
文
中
の
割
注
の
形
式
で
引
用
す
る
。
引
用
は
、「
昭
和
進
講
」
と
記
し
た
上
で
、
教
科
書
『
帝
国
憲
法
』
の
巻
数
と
頁
数
を
付
記
す
る
。

同
書
は
、『
法
制
』
一
冊
と
『
帝
国
憲
法
』
全
四
冊
を
合
冊
し
て
あ
る
が
、
通
し
の
頁
数
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
頁
数
は
巻
ご
と
の
数
字
で
あ

る
。

（
20
）　

東
宮
御
学
問
所
時
代
の
裕
仁
皇
太
子
へ
の
「
法
制
・
経
済
」
御
進
講
に
つ
い
て
も
、「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
と
同
様
に
、
清
水
・
前
掲
書
注

（
２
）
に
よ
り
割
注
で
示
す
。『
法
制
』
と
記
し
た
上
で
、
教
科
書
『
法
制
』
の
頁
数
を
付
記
す
る
。

（
二
）
御
進
講
録
の
成
立
過
程

こ
の
御
進
講
録
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
関
連
す
る
史
料
や
清
水
の
先
行
す
る
著
作
と
の
関
連
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
の
準
備
が
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
本
史
料
の
み
か
ら
推
測
で
き
る
範
囲
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

御
進
講
録
の
第
一
九
回
か
ら
第
二
二
回
お
よ
び
第
六
〇
回
に
は
、
楷
行
書
で
十
行
罫
紙
に
清
書
さ
れ
た
御
進
講
録
本
体
の
ほ
か
に
、
行
草

書
の
よ
り
小
さ
い
字
で
原
稿
用
紙
ま
た
は
十
三
行
罫
紙
に
書
か
れ
た
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
に
は
か
な
り
の
加
筆
修
正
や
記
述
順
序

の
変
更
が
な
さ
れ
た
う
え
、
清
書
の
段
階
で
も
さ
ら
に
文
言
の
追
加
・
削
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
二
二
回
御
進
講
で
は
、
い
っ
た
ん
清
書

さ
れ
た
原
稿
に
さ
ら
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
再
度
の
清
書
が
行
わ
れ
て
、
最
終
的
な
御
進
講
録
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
御
進
講

の
準
備
に
当
た
っ
て
清
水
が
推
敲
を
繰
り
返
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
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御
進
講
録
に
は
ま
た
、
メ
モ
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
御
進
講
録
に
引
用
し
た
外
国
憲
法
の
条
文
、
関
係

法
令
の
抜
粋
、
歴
史
的
事
項
の
典
拠
な
ど
で
あ
る
が
、
中
に
二
枚
だ
け
、
御
進
講
の
構
成
を
立
て
た
際
の
覚
え
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

（
１
）
一
つ
は
、
帝
国
憲
法
七
一
条
に
か
か
る
第
五
九
・
六
〇
回
御
進
講
の
構
成
を
示
す
ペ
ン
書
き
の
メ
モ
一
枚
で
あ
る
が
、
な
ぜ
だ
か

第
四
八
回
御
進
講
に
含
ま
れ
て
い
る
（
大
正
進
講
一
一
六
六
）。
こ
の
メ
モ
は
最
初
に
、「
憲
法
第
七
十
一
条
」
と
タ
イ
ト
ル
が
あ
り
、
紙
の
中

央
部
に
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　

予
算
不
成
立
ノ
場
合

　
　
　
　

解
散

　
　
　
　

協
議
会
ノ
案

　
　
　

否
決　
　

不
議
了

　

普
通
会
計
ト
特
別
会
計

　

継
続
費

　

予
算
外
国
庫
ノ
負
担
ト
ナ
ル
ヘ
キ
契
約

　

追
加
予
算
ト
ノ
干
係

　

予
算
不
可
分

　
　
　

予
算
ノ
一
部
否
決

　

前
年
全
部
ノ
予
算
ヲ
実
行
ス
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「
解
散
／
協
議
会
ノ
案
」
の
下
に
は
、「
実
例
」「
憲
六
十
七
条
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

メ
モ
に
は
さ
ら
に
、
紙
の
上
部
に
「
実
例
ニ
ヨ
ル
モ
本
条
必
要
ナ
リ
」、
下
部
に
「
外
国
ニ
ナ
ク
テ
不
自
由
／
夫
デ
設
ケ
タ
」
と
あ
り
、

前
年
度
予
算
施
行
制
の
必
要
性
を
、
日
本
の
過
去
の
実
例
と
外
国
の
例
と
を
用
い
て
強
調
し
て
い
る
。
外
国
の
例
に
つ
い
て
は
、「
ナ
ク
テ

不
自
由
」
な
も
の
と
し
て
「
普
国
ノ
例
」
を
し
め
し
、「
夫
デ
設
ケ
タ
」
に
続
け
て
「
西
班
牙
等
ノ
例
モ
参
照
シ
タ
モ
ノ
ナ
ラ
ン　

之
ハ
穏

当
デ
ア
ル
カ
ラ
デ
ア
ル
」「
英
国
ニ
テ
ハ
如
何
／
仮
予
算
制
ニ
ヨ
ル
ノ
テ
ア
ル
／
白
耳
義
モ
然
リ
」
と
書
き
加
え
て
い
る
。
紙
の
左
端
に

「
前
年
度
不
成
立
／
前
々
年
度
」
と
も
み
え
る
。

こ
れ
に
対
応
す
る
第
五
九
・
六
〇
回
御
進
講
（
大
正
進
講
一
一
七
七
・
一
一
七
八
）
の
構
成
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
御
進
講
で
は
ま
ず
、
①

憲
法
実
施
後
に
、
衆
議
院
解
散
ま
た
は
両
院
協
議
会
決
定
案
へ
の
不
同
意
の
た
め
に
予
算
不
成
立
と
な
っ
た
実
例
八
例
が
紹
介
さ
れ
、
次
い

で
、
②
そ
れ
以
外
の
理
由
で
予
算
不
成
立
と
な
り
う
る
場
合
と
し
て
、
不
裁
可
、
予
算
全
部
の
否
決
、
議
会
不
成
立
、
不
議
了
、
憲
法
第

六
七
条
所
定
歳
出
の
政
府
同
意
な
し
で
の
廃
除
削
減
の
五
つ
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
メ
モ
の
前
半
部
分
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
お

り
、
不
裁
可
・
議
会
不
成
立
と
い
っ
た
、
実
際
に
は
あ
り
え
そ
う
の
な
い
想
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
御
進
講
で
は
次
に
、
③

ス
ペ
イ
ン
憲
法
の
前
年
度
予
算
施
行
制
の
規
定
を
紹
介
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
国
は
少
な
い
と
指
摘
し
、
そ
の
た
め
プ
ロ
イ
セ

ン
憲
法
争
議
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
メ
モ
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
へ
の
言
及
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

御
進
講
で
は
次
に
憲
法
解
釈
論
に
移
り
、
④
予
算
は
不
可
分
な
の
で
前
年
度
予
算
は
全
部
実
施
す
る
、
⑤
前
年
度
も
予
算
不
成
立
の
場
合

に
は
前
々
年
度
の
予
算
を
施
行
す
る
、
と
述
べ
た
上
で
、
前
年
度
予
算
実
施
の
際
に
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
⑥
予
算
超
過
・
予
算
外
支

出
、
⑦
大
蔵
省
証
券
の
発
行
限
度
額
、
⑧
予
算
外
国
庫
負
担
の
契
約
、
⑨
継
続
費
、
⑩
特
別
会
計
、
⑪
追
加
予
算
の
六
点
を
箇
条
書
き
で
挙

げ
説
明
を
加
え
て
い
る
。
順
序
は
前
後
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
右
の
メ
モ
に
み
え
て
お
り
、
⑥
⑦
が
追
加
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
こ
の
回
の
御
進
講
は
、
ほ
ぼ
右
の
メ
モ
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
２
）
も
う
一
つ
の
メ
モ
は
、「
草
稿
〔
断
片
〕」
と
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
る
清
水
澄
関
係
文
書
一
一
八（
穐
）〇
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
帝
国

憲
法
第
二
章
臣
民
権
利
義
務
の
総
論
部
分
に
関
わ
る
。「
第
二
章
」
の
タ
イ
ト
ル
の
あ
と
に
、
ま
ず
行
草
書
の
墨
書
で
次
の
よ
う
な
記
載
が

あ
る
。本

章
ハ
臣
民
即
我
国
民
ノ
権
利
及
義
務
ノ
コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

権
利
ト
ハ 

 
之
ヲ
区
分
ス
レ
ハ

義
務
ト
ハ

権
利
享
有
能
力　
　

行
使
能
力

普
国
憲
法
ニ
テ
ハ
第
一
章
ニ

我
国
ニ
テ
第
二
章
ト
為
シ
タ
ル
ハ

此
第
二
章
ノ
規
定
ノ
或
モ
ノ
ハ
其
源
ヲ
英
国
ニ
発
シ
各
国
ノ
憲
法
ニ
伝
ハ
リ
我
国
憲
法
ニ
モ
掲
ケ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

米
仏
ノ
権
利
宣
言

参
政
権
ハ
立
憲
国
ニ
テ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
権
利
ニ
シ
テ
我
国
ニ
テ
主
要
ナ
ル
モ
ノ
ハ
議
員
ノ
選
挙
権
被
選
権
ナ
ル
モ
共
和
国
ニ
テ
ハ
大
統

　
　

領
ハ
選
挙
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ナ
リ

官
吏
ノ
選
挙

要
ス
ル
ニ
臣
民
ノ
権
利
義
務
ノ
主
ナ
ル
モ
ノ
ハ
法
律
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
為
シ
タ
ル
ナ
リ　

即
議
会
ノ
同
意
ヲ
以
テ

　
　

権
利
ノ
保
障
ト
シ
タ
ル
ナ
リ
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臣
民
即
国
民
ノ
身
分
＝
国
籍　
　

十
八

　
　

出
生　

認
知　

婚
姻　

縁
組　

帰
化

十
九
条　
　
　

公
務
ニ
就
ク
ノ
権
ノ
平
等
ナ
ル
コ
ト
ヲ
保
障
ス

二
十　
　
　
　

兵
役

　

二
十
一　
　
　

納
税

　

二
十
二　
　
　

居
住
及
移
転
ノ
自
由

　

二
十
三　
　
　

身
体
ノ
自
由

右
の
よ
う
な
墨
書
に
対
し
て
さ
ら
に
、
鉛
筆
で
書
き
込
み
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
目
立
つ
も
の
と
し
て
、
タ
イ
ト
ル
の
「
第
二
章
」
の
上
に

は
「
臣
民
ノ
分
定
マ
レ
リ
／
民
約
ニ
ア
ラ
ス
」
と
、
下
に
は
「
愛
民　

忠
君
ニ
基
ク
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
権
利
を
「
区
別
ス
レ
ハ
」
の
下

に
は
「
公
権
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
「
参
政
権
」
と
「
一
私
人
ノ
身
体
財
産
ニ
干
ス
ル
権
」
と
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
我
国

ニ
テ
第
二
章
ト
為
シ
タ
ル
ハ
」
の
後
ろ
に
は
、「
主
権
在
民
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
示
ス
臣
民
ノ
文
字
ヲ
用
ヒ
タ
事
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。

こ
の
メ
モ
を
、
対
応
す
る
第
一
六
回
御
進
講
録
の
第
二
章
総
論
部
分
（
大
正
進
講
一
一
四
一―

一
〜
五
）
と
比
較
す
る
と
、
一
致
点
も
多
い

が
、
力
点
の
置
き
方
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
①
メ
モ
で
は
最
初
に
権
利
や
義
務
の
定
義
を
述
べ
、
第
一
章
天
皇
と
第
二
章
臣

民
権
利
義
務
と
の
関
係
は
そ
の
あ
と
に
回
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
御
進
講
録
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
国
権
が
国
民
の
手
中
に
あ
る

国
と
異
な
り
、
我
が
国
で
は
国
権
が
君
主
に
属
す
る
が
ゆ
え
に
、
天
皇
の
章
が
臣
民
権
利
義
務
よ
り
先
に
規
定
さ
れ
る
、
と
述
べ
、
君
主
の

愛
民
と
臣
民
の
忠
君
と
い
う
国
体
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
進
講
録
で
は
、
メ
モ
の
鉛
筆
書
き
込
み
の
部
分
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
②
メ
モ
の
墨
書
に
あ
る
権
利
規
定
の
比
較
憲
法
史
的
沿
革
に
つ
い
て
は
、
御
進
講
録
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
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に
、
③
法
律
の
留
保
に
関
す
る
説
明
、
つ
ま
り
議
会
の
同
意
に
よ
る
権
利
の
保
障
と
い
う
立
憲
的
な
権
利
保
障
方
法
に
関
す
る
メ
モ
の
記
述

も
、
御
進
講
録
で
は
対
応
す
る
部
分
が
み
ら
れ
な
い
。
逆
に
、
④
メ
モ
に
は
多
く
は
登
場
し
な
い
が
、
御
進
講
録
で
は
、
権
利
・
義
務
の
定

義
や
そ
の
分
類
に
関
す
る
一
般
法
学
上
の
説
明
に
紙
数
が
割
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
り
、
ま
た
記
述
の
順
序
に
も
異
同
が
あ
る
と
は
い
え
、
メ
モ
の
墨
書
と
鉛
筆
書
き
込
み
を
一
体
の
も
の
と
し
て

み
れ
ば
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
御
進
講
録
の
構
成
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
御
進
講
録
の
成
立
は
次
の
よ
う
な
順
序
を
経
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
御
進
講
録
に
は
種
本
と

な
る
よ
う
な
先
行
著
作
は
存
在
せ
ず
、
清
水
が
そ
の
構
成
を
新
た
に
考
え
た
書
き
下
ろ
し
と
思
わ
れ
る
。
清
水
は
次
に
、
構
成
メ
モ
を
元
に

し
て
草
稿
を
作
成
し
、
そ
れ
に
相
当
の
加
除
修
正
を
加
え
た
上
で
、
清
書
を
行
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
推
敲
し
、
再
度
の
清
書
を

行
っ
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
清
書
に
対
し
て
も
さ
ら
に
、
欄
外
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
た
り
、
加
除
修
正
の
跡
が
あ
る
。
清
水

が
入
念
な
準
備
を
し
て
御
進
講
に
臨
ん
だ
様
子
が
、
生
々
し
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
御
進
講
録
の
最
初
第
七
回
（
一
九
一
六
年
二
月
一
八
日
）
ま
で
の
部
分
に
は
、「
独
逸
帝
国
」
を
「
旧
独
逸
帝
国
」
と
し
た
り
、

「
普
国
憲
法
」
を
「
普
国
旧
憲
法
」
と
し
た
り
と
い
っ
た
、
鉛
筆
に
よ
る
書
き
込
み
が
数
箇
所
あ
る
（
大
正
進
講
一
一
三
一―

概
要
二
・
本
文

四
、一
一
三
二―

本
文
一
・
四
、一
一
三
四―

本
文
四
・
七
）。
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
が
一
九
一
九
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
昭

和
天
皇
へ
の
御
進
講
の
準
備
に
際
し
て
見
直
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

注（
21
）　

清
水
澄
関
係
文
書
一
一
八
〇
に
は
四
枚
の
罫
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
文
で
紹
介
す
る
一
枚
の
ほ
か
、
①
第
六
〇
回
御
進
講
録
の
最
後
の
部

分
の
草
稿
（
大
正
進
講
一
一
七
九―

七
）
を
清
書
し
、
さ
ら
に
加
筆
し
た
も
の
（
大
正
進
講
一
一
七
八―

九
の
前
段
階
の
も
の
）、
②
憲
法
の
試
験
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問
題
の
覚
え
と
思
わ
れ
る
ペ
ン
書
き
の
メ
モ
、
③
欄
外
に
日
付
・
場
所
の
み
記
さ
れ
た
白
紙
、
の
三
枚
で
あ
る
。

（
三
）
御
進
講
の
日
程

こ
こ
で
は
、
御
進
講
の
日
程
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
正
天
皇
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
し
、
の
ち
に
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
一
一
月
の
摂
政
設
置
に
至
る
こ
と
と
な
る
大
正
天
皇
の
心
身
の
状
態
の
悪
化
が
、
い
つ

頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
を
示
す
傍
証
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
御
進
講
日
が
特
定
で
き
る
の
は
右
表
の
「
日
付
」
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
御
進
講
日
は
、
す
べ
て
第
一
・
第
三
・
第
五

金
曜
日
で
あ
り
、
そ
れ
が
定
例
日
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
定
例
日
以
外
に
御
進
講
が
な
か
っ
た
と
す
る（
悪
）と
、
史
料
の
傷
み
の
た
め
に
解

読
で
き
な
い
日
付
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
八
回
御
進
講
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
二
月
一
六
日
、

第
三
九
回
は
一
九
一
八
年
三
月
一
五
日
、
第
四
二
回
は
同
年
四
月
一
九
日
、
第
四
四
回
は
同
年
五
月
一
七
日
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
御
進
講

録
自
体
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
日
付
が
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
御
進
講
の
日
付
を
推
定
す
る
と
、
第
八
回
は
一
九
一
六
年
三
月

三
日
、
第
一
二
回
は
同
年
六
月
二
日
で
あ
ろ
う
。
第
二
八
回
と
第
三
〇
回
か
ら
第
三
六
回
ま
で
は
特
定
で
き
な
い
。

次
に
、
定
例
御
進
講
が
な
か
っ
た
日
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
四
竈
侍
従
武
官
の
日
記
に
よ
り
つ
つ
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
毎
年
恒
例

の
行
事
の
た
め
に
、
御
進
講
が
比
較
的
長
期
間
休
み
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

（
１
）
年
末
年
始

第
四
回
御
進
講
（
一
九
一
五
年
一
二
月
一
七
日
）
と
第
五
回
（
一
九
一
六
年
一
月
二
一
日
）
と
の
間
、
第
一
六
回
（
同
年
一
二
月
一
五

日
）
と
第
一
七
回
（
一
九
一
七
年
一
月
一
九
日
）
と
の
間
、
第
五
〇
回
（
一
九
一
八
年
一
一
月
二
九
日
）
と
第
五
一
回
（
一
九
一
九
年
一
月

一
七
日
）
と
の
間
は
、
い
ず
れ
も
一
ヶ
月
程
度
空
い
て
い
る
。
年
末
年
始
の
行
事
が
輻
輳
す
る
時
期
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
一
八
年
か
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ら
二
〇
年
ま
で
の
御
講
書
始
め
は
、
い
ず
れ
も
一
月
九
日
に
行
わ
れ
て
お
り
（
四
竈
四
八
・
一
一
二
・
一
九
〇
）、
年
末
か
ら
御
講
書
始
め
ま
で

御
進
講
は
休
み
に
な
る
。

（
２
）
日
光
に
お
け
る
避
暑

第
一
四
回
御
進
講
（
一
九
一
六
年
七
月
七
日
）
と
第
一
五
回
（
同
年
一
〇
月
二
〇
日
）
と
の
間
、
第
二
七
回
（
一
九
一
七
年
七
月
六
日
）

と
第
二
九
回
（
同
年
一
〇
月
五
日
）
と
の
間
（
た
だ
し
、
日
付
は
確
定
で
き
な
い
が
そ
の
間
に
第
二
八
回
御
進
講
が
行
わ
れ
て
い
る
）、
第

四
六
回
（
一
九
一
八
年
六
月
七
日
）
と
第
四
七
回
（
同
年
九
月
二
〇
日
）
と
の
間
、
第
五
八
回
（
一
九
一
九
年
七
月
四
日
）
と
第
五
九
回

（
同
年
一
一
月
七
日
）
と
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
ヶ
月
ほ
ど
の
空
き
が
あ
る
。
三
ヶ
月
の
う
ち
二
ヶ
月
程
度
は
、
恒
例
の
日
光
田
母
沢
御

用
邸
で
の
避
暑
の
期
間
に
あ
た
る
。

　

避
暑
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
九
一
六
年
の
日
程
は
分
か
ら
な
い
が
、
一
九
一
七
年
は
八
月
一
日
行
幸
啓
・
九
月
一
二
日
還
幸

啓
、
一
九
一
八
年
は
シ
ベ
リ
ア
出
兵
や
米
騒
動
と
い
っ
た
「
時
局
御
軫
念
」
の
た
め
期
間
が
短
く
な
り
八
月
六
日
行
幸
啓
・
同
月
二
一
日
還

幸
啓
、
一
九
一
九
年
は
七
月
二
一
日
行
幸
啓
・
九
月
一
八
日
還
幸
啓
と
い
っ
た
日
程
で
あ
っ
た
（
四
竈
三
一
・
四
〇
・
八
三
・
八
九
・
一
四
四
・

一
六
二
）。
し
た
が
っ
て
、
日
光
で
の
避
暑
中
と
、
そ
れ
に
先
立
つ
七
月
下
旬
の
土
用
の
期
間
は
御
進
講
が
休
み
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
一
七
年
の
避
暑
の
日
程
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
日
付
の
確
定
で
き
な
い
第
二
八
回
御
進
講
は
、
同
年
七
月
二
〇
日
か
九
月
二
一
日
の
い

ず
れ
か
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
葉
山
に
お
け
る
避
寒

な
お
、
大
正
天
皇
が
避
暑
・
避
寒
の
た
め
に
御
用
邸
に
行
幸
に
な
る
慣
例
は
、
皇
太
子
時
代
に
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
即
位
後
の

一
時
期
行
わ
れ
な
く
な
り
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
五
月
に
肺
炎
に
な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
夏

か
ら
日
光
田
母
沢
御
用
邸
で
の
長
期
間
の
避
暑
が
恒
例
と
な
り
、
一
九
一
四
年
秋
ご
ろ
か
ら
天
皇
の
歩
行
が
ふ
ら
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
た
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め
、
翌
一
九
一
五
年
か
ら
二
・
三
月
ご
ろ
の
葉
山
御
用
邸
で
の
避
寒
も
復
活
し（
握
）た
。
一
九
一
六
年
の
葉
山
で
の
避
寒
の
日
程
は
分
か
ら
な
い

が
、
一
九
一
七
年
は
行
幸
日
不
明
で
三
月
一
三
日
還
幸
啓
、
一
九
一
八
年
は
一
月
二
八
日
行
幸
啓
・
三
月
一
八
日
還
幸
啓
、
一
九
一
九
年
は

一
月
二
八
日
行
幸
啓
・
三
月
二
〇
日
過
ぎ
に
還
幸
啓
と
い
う
日
程
で
あ
っ
た
（
四
竈
七
・
八
・
五
四
・
六
二
・
一
一
四
・
一
二
〇
）。
そ
う
す
る

と
、
第
六
回
御
進
講
（
一
九
一
六
年
二
月
四
日
）・
第
七
回
（
同
月
一
八
日
）・
第
八
回
（
同
年
三
月
三
日
）・
第
九
回
（
同
月
一
七
日
）
は

お
そ
ら
く
葉
山
御
用
邸
で
行
わ
れ
て
お
り
、
第
一
八
回
（
一
九
一
七
年
二
月
一
六
日
）・
第
一
九
回
（
同
年
三
月
二
日
）・
第
三
七
回

（
一
九
一
八
年
二
月
一
五
日
）・
第
三
八
回
（
同
年
三
月
一
日
）・
第
三
九
回
（
同
月
一
五
日
）
は
、
確
実
に
葉
山
御
用
邸
ま
で
清
水
が
出
向

い
て
行
っ
て
の
御
進
講
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
光
で
の
避
暑
期
間
中
に
は
御
進
講
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
葉
山
で
の
避
寒
期
間
中
に
は
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
取
り
扱
い
は
、
一
九
一
九
年
に
は
変
更
と
な
っ
た
。
こ
の
年
一
月
二
八
日
、「
本
年
よ
り
葉
山
に
於
け
る
御
日
課
御
止
め
と
な
り

し
旨
通
達
あ
り
。
こ
れ
同
地
滞
在
中
は
専
ら
御
摂
養
遊
ば
せ
ら
れ
ん
が
た
め
な
り
と
承
は
る
。」
と
の
決
定
が
あ
っ
た
（
四
竈
一
一
四
）。
後

述
の
よ
う
に
、
一
九
一
八
年
秋
に
は
大
正
天
皇
の
状
態
は
か
な
り
悪
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
陸
軍
特
別
大
演
習

第
一
五
回
御
進
講
（
一
九
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
）
と
第
一
六
回
（
同
年
一
二
月
一
五
日
）
と
の
間
、
第
四
九
回
御
進
講
（
一
九
一
八
年

一
〇
月
一
八
日
）
と
第
五
〇
回
（
同
年
一
一
月
二
九
日
）
と
の
間
、
第
五
九
回
（
一
九
一
九
年
一
一
月
七
日
）
と
第
六
〇
回
（
同
年
一
二
月

五
日
）
と
の
間
に
も
、
一
ヶ
月
程
度
の
空
き
が
あ
る
。
こ
れ
ま
た
恒
例
の
、
陸
軍
特
別
大
演
習
の
統
裁
を
主
目
的
と
す
る
行
幸
の
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
行
幸
は
通
例
、
一
一
月
中
旬
の
一
〇
日
程
度
で
、
一
一
月
二
三
日
の
新
嘗
祭
御
親
祭
ま
で
に
は
還
幸
に
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
時
期
の
前
後
に
御
進
講
が
な
か
っ
た
の
は
他
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
検
討
す
る
。
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以
上
の
定
期
的
な
年
中
行
事
以
外
で
、
定
例
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
御
進
講
が
な
か
っ
た
日
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
個
別
的
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
代
を
追
っ
て
検
討
す
る
が
、
四
竈
が
侍
従
武
官
に
な
る
一
九
一
七
年
二
月
よ
り
前
の
事
情
は
よ
く
分
か
ら
な

い
点
が
多
い
。

（
１
）
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年

一
〇
月
二
九
日
の
第
三
回
御
進
講
と
一
二
月
一
七
日
の
第
四
回
と
の
間
に
、
約
一
ヶ
月
半
の
空
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
一
月
一
〇
日
に

即
位
の
御
大
礼
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
大
正
天
皇
は
、
御
大
礼
の
た
め
に
一
一
月
六
日
か
ら
二
〇
日
あ
ま
り
の
行
幸
を
お
こ
な
っ
た
う

え
、
還
幸
後
も
一
二
月
九
日
に
東
京
市
奉
祝
会
に
出
席
す
る
な
ど
、
関
連
行
事
が
詰
ま
っ
て
い
た
。
御
大
礼
の
直
前
に
青
森
県
弘
前
で
陸
軍

特
別
大
演
習
の
統
裁
を
行
っ（
渥
）た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
月
二
九
日
に
第
三
回
御
進
講
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
当
な
ハ
ー
ド
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年

ま
ず
、
三
月
一
七
日
の
第
九
回
御
進
講
と
四
月
二
一
日
の
第
一
〇
回
と
の
間
に
は
、
三
月
三
一
日
と
四
月
七
日
の
二
回
の
定
例
日
が
と
ば

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四
月
三
日
が
神
武
天
皇
二
千
五
百
年
祭
に
あ
た
り
、
奈
良
県
畝
傍
神
宮
な
ど
に
行
幸
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

第
一
〇
回
御
進
講
と
第
一
一
回
の
間
の
五
月
五
日
と
、
第
一
三
回
と
第
一
四
回
の
間
の
六
月
三
〇
日
に
、
御
進
講
が
な
か
っ
た
理
由
は
明

ら
か
で
な
い
。

第
一
五
回
御
進
講
は
、
そ
の
日
付
の
修
正
か
ら
み
て
、
当
初
の
一
〇
月
六
日
の
予
定
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
て
、
二
〇
日
に
延
期
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
確
証
は
な
い
が
、
第
二
次
大
隈
内
閣
の
後
継
を
め
ぐ
っ
て
大
正
天
皇
を
巻
き
込
み
つ
つ
数
ヶ
月
間
繰
り
広

げ
ら
れ
た
大
隈
重
信
（
一
八
三
八
〜
一
九
二
二
）
と
山
県
有
朋
（
一
八
三
八
〜
一
九
二
二
）
と
の
確
執
が
最
終
局
面
を
迎
え
、
一
〇
月
四
日

に
大
隈
が
後
継
首
相
を
加
藤
高
明
（
一
八
六
〇
〜
一
九
二
六
）
と
奏
宣
す
る
異
例
の
辞
表
を
提
出
し
た
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
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一
〇
月
二
〇
日
の
第
一
五
回
御
進
講
と
一
二
月
一
五
日
の
第
一
六
回
と
の
間
に
は
、
二
ヶ
月
ほ
ど
の
空
白
が
あ
る
。
一
一
月
三
日
に
御
進

講
が
な
か
っ
た
の
は
、
裕
仁
親
王
の
立
太
子
礼
当
日
に
当
た
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
七
日
は
、
陸
軍
特
別
大
演
習
で
福
岡
に
行
幸
し
て
い

た
。
一
二
月
一
日
に
御
進
講
が
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

（
３
）
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年

一
月
一
九
日
の
第
一
七
回
御
進
講
と
二
月
一
六
日
の
第
一
八
回
の
間
、
二
月
二
日
に
御
進
講
が
な
か
っ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
。

第
二
一
回
御
進
講
が
三
月
三
〇
日
か
ら
四
月
六
日
に
延
期
に
な
っ
た
の
は
、
学
習
院
卒
業
式
へ
の
行
幸
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
四
竈

一
三
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
日
に
は
午
後
二
時
二
〇
分
か
ら
四
時
ま
で
、
日
課
の
「
御
運
動
」
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
御
進
講
よ
り
も
天

皇
の
健
康
を
優
先
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

第
二
六
回
御
進
講
が
六
月
一
五
日
か
ら
二
九
日
に
、
第
二
七
回
が
同
日
か
ら
七
月
六
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
延
期
に
な
っ
た
理
由
も
分
か
ら
な

い
。こ

の
年
の
一
〇
月
か
ら
翌
一
九
一
八
年
二
月
ま
で
、
第
三
〇
回
か
ら
第
三
六
回
ま
で
の
御
進
講
録
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
御
進
講
の
日

程
は
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
間
は
順
調
に
御
進
講
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
二
九
回
御
進
講
が

あ
っ
た
一
九
一
七
年
一
〇
月
五
日
か
ら
、
第
三
七
回
御
進
講
の
一
九
一
八
年
二
月
一
五
日
ま
で
の
間
に
は
、
第
一
・
第
三
・
第
五
金
曜
日

が
、
一
〇
月
一
九
日
・
一
一
月
二
日
・
一
六
日
・
三
〇
日
・
一
二
月
七
日
・
二
一
日
・
一
月
四
日
・
一
八
日
・
二
月
一
日
の
九
回
あ
る
が
、

そ
の
間
に
第
三
〇
回
か
ら
第
三
六
回
ま
で
七
回
の
御
進
講
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
一
一
月
に
は
陸
軍
特
別
大
演
習
統

裁
の
た
め
に
滋
賀
県
彦
根
な
ど
に
行
幸
が
あ
っ
た
し
、
政
始
の
あ
っ
た
一
九
一
八
年
一
月
四
日
（
四
竈
四
六
）
に
御
進
講
を
す
る
と
は
思
え

な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
定
例
日
に
は
す
べ
て
御
進
講
が
行
わ
れ
た
計
算
に
な
る
。

（
４
）
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
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二
月
一
五
日
の
第
三
七
回
御
進
講
か
ら
、
六
月
七
日
の
第
四
六
回
ま
で
の
間
も
、
す
べ
て
の
定
例
日
に
御
進
講
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
一
九
一
七
年
秋
か
ら
一
八
年
春
に
か
け
て
は
、
大
正
天
皇
の
心
身
の
状
態
は
比
較
的
良
好
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
伊
藤
之
雄
は
、
石
原
健
三
（
一
八
六
四
〜
一
九
三
六
）
宮
内
次
官
の
一
九
一
九
年
七
月
二
二
日
付
山
県
有
朋
宛
書
簡
に
「
昨
冬
頃
」
か

ら
天
皇
の
様
子
が
悪
化
し
て
い
る
と
あ
る
の
を
根
拠
に
、
一
九
一
八
年
一
月
頃
か
ら
か
同
年
一
二
月
頃
か
ら
か
、
い
ず
れ
か
の
時
期
に
天
皇

の
病
状
が
か
な
り
悪
く
な
っ
た
、
と
推
定
し
て
い（
旭
）る
。
一
九
一
八
年
一
月
頃
か
ら
と
い
う
解
釈
は
、
御
進
講
の
日
程
か
ら
み
る
と
、
否
定
さ

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
の
大
正
天
皇
は
ま
だ
、
少
な
く
と
も
一
時
間
弱
の
進
講
を
受
け
る
程
度
の
緊
張
に
は
、
耐
え
ら
れ
た

は
ず
で
あ
る
。

こ
の
年
の
御
進
講
日
程
に
狂
い
が
生
じ
る
の
は
、
夏
に
な
っ
て
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
六
月
二
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
第
四
七
回
御
進
講

が
、
七
月
五
日
へ
と
延
期
に
な
り
、
さ
ら
に
日
光
で
の
避
暑
か
ら
還
幸
後
の
九
月
二
〇
日
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
の
が
最
初
で
あ
る
。
六
月
二
一

日
の
予
定
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
英
国
皇
族
コ
ン
ノ
ー
ト
公
（P

rince A
rthur, D

uke of C
onnaught

）
が
大
正
天
皇

に
英
国
陸
軍
元
帥
を
贈
る
た
め
に
英
国
王
の
特
使
と
し
て
来
日
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
コ
ン
ノ
ー
ト
公
は
、
六
月
一
八
日
に

東
京
に
着
き
、
翌
一
九
日
に
元
帥
杖
捧
呈
の
た
め
に
参
内
、
二
九
日
ま
で
滞
在
し
た
。
こ
の
期
間
中
は
天
皇
を
始
め
と
し
て
迎
接
に
追
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
四
竈
六
六
〜
七
四
）。
い
っ
た
ん
七
月
五
日
に
延
期
さ
れ
た
御
進
講
が
、
九
月
二
〇
日
に
再
延
期
と
な
っ
た
理
由
は
、

分
か
ら
な
い
。

九
月
二
〇
日
か
ら
一
〇
月
一
八
日
ま
で
、
第
四
七
回
か
ら
第
四
九
回
の
御
進
講
は
定
例
通
り
に
行
わ
れ
た
が
、
一
一
月
一
日
に
予
定
さ
れ

て
い
た
第
五
〇
回
御
進
講
は
、
同
月
二
九
日
に
延
期
と
な
っ
て
い
る
。
一
一
月
一
日
の
前
日
一
〇
月
三
一
日
に
は
、
天
長
節
の
観
兵
式
を

「
御
風
気
」
に
よ
り
取
り
や
め
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
大
正
天
皇

の
病
気
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
風
邪
で
は
な
い
。
九
月
二
一
日
に
は
日
課
の
乗
馬
を
「
ご
都
合
に
よ
り
」
取
り
止
め
た
、
つ
ま
り
乗
馬
が
で
き
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な
い
よ
う
な
不
調
な
心
身
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
〇
月
二
八
日
に
は
天
長
節
に
備
え
て
乗
馬
の
練
習
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
三
一
日
の
天
長
節
に
は
状
態
が
好
転
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
四
竈
九
二
〜
九
四
）。
天
皇
は
、
一
一
月
一
日
の
御
進
講
に
も
耐
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
一
月
一
五
日
の
定
例
日
に
御
進
講
が
な
か
っ
た
の
は
、
陸
軍
特
別
大
演
習
の
た
め
に
栃
木
に
行
幸
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
一
月

二
九
日
に
は
か
ろ
う
じ
て
第
五
〇
回
御
進
講
が
行
わ
れ
た
が
、
一
二
月
六
日
・
二
〇
日
の
定
例
日
の
御
進
講
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
日

の
四
竈
日
記
に
は
「
午
後
の
御
日
課
憲
法
の
御
前
進
講
は
御
都
合
に
よ
り
御
取
止
め
と
相
成
り
た
り
。」
と
の
記
事
が
あ
り
（
四
竈
一
〇
二
）、

第
五
一
回
御
進
講
は
翌
年
一
月
一
七
日
に
延
期
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
前
後
に
は
、
天
皇
が
な
か
な
か
寝
付
け
な
い
（
一
二
月
一
六
日
）、

日
課
の
運
動
が
取
り
止
め
ら
れ
る
（
二
五
日
・
三
一
日
）、「
御
風
気
」
の
た
め
出
御
な
し
（
二
六
日
・
二
九
日
・
三
一
日
）、
帝
国
議
会
開

院
式
の
行
幸
取
止
め
（
二
七
日
）、
節
折
・
大
祓
に
も
出
御
な
し
（
三
一
日
）
と
い
っ
た
、
天
皇
の
病
状
が
悪
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記

事
が
多
く
み
ら
れ
る
（
四
竈
一
〇
一
〜
一
〇
三
）。

（
５
）
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年

一
九
一
八
年
秋
か
ら
悪
く
な
っ
て
い
た
天
皇
の
病
状
は
、
年
が
明
け
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
天
皇
は
、
新
年
拝
賀
や
新
年
宴
会
と
い
っ

た
室
内
で
の
儀
式
に
は
耐
え
ら
れ
た
が
、
早
朝
の
野
外
や
宮
中
三
殿
で
行
う
四
方
拝
・
歳
旦
祭
に
は
出
御
な
く
、
陸
軍
始
め
観
兵
式
も
取
り

止
め
、
日
課
の
御
運
動
も
行
っ
て
い
な
い
（
四
竈
一
〇
七
〜
一
一
二
）。
一
月
一
七
日
に
は
第
五
一
回
御
進
講
が
行
わ
れ
た
が
、
同
月
三
一
日

に
予
定
さ
れ
て
い
た
定
例
御
進
講
は
延
期
と
な
っ
た
。
一
月
二
八
日
に
避
寒
の
た
め
葉
山
に
行
幸
啓
と
な
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
と
き

か
ら
葉
山
で
の
「
御
日
課
御
止
め
」
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
四
竈
一
一
四
）。
第
五
二
回
御
進
講
録
に
一
月
三
一
日
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
日
課
取
止
め
の
決
定
は
行
幸
啓
直
前
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
は
、
二
月
一
一
日
の
紀
元
節
の
際
の
還
幸

も
取
り
止
め
て
い
る
（
四
竈
一
一
四
）。
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二
ヶ
月
に
及
ぶ
避
寒
の
間
に
天
皇
の
体
調
が
回
復
し
た
ら
し
く
、
四
月
四
日
の
第
五
二
回
御
進
講
か
ら
七
月
四
日
の
第
五
八
回
ま
で
、
五

月
二
日
を
除
く
す
べ
て
の
定
例
日
に
御
進
講
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
態
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

こ
の
年
の
避
暑
は
例
年
よ
り
少
々
長
く
、
七
月
二
一
日
に
日
光
田
母
沢
御
用
邸
に
行
幸
啓
が
あ
り
、
九
月
一
八
日
に
還
幸
啓
さ
れ
た
（
四

竈
一
四
五
・
一
六
二
）。
避
寒
・
避
暑
の
期
間
中
に
は
天
皇
の
健
康
が
回
復
す
る
の
が
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
避
暑
中
の
八
月
六
日
の
四

竈
日
記
に
、
天
皇
の
病
気
が
精
神
面
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
が
初
め
て
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
時
々
御
言
葉
の

明
瞭
を
欠
く
こ
と
あ
る
が
如
き
は
、
近
来
漸
く
其
の
度
を
御
増
進
あ
ら
せ
ら
れ
た
る
に
は
非
ず
や
と
拝
し
奉
る
も
畏
れ
多
き
極
み
な
り
。」

と
（
四
竈
一
四
六
）。

第
五
九
回
御
進
講
は
、
還
幸
の
翌
日
九
月
一
九
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
一
〇
月
三
日
に
い
っ
た
ん
延
期
さ
れ
、
さ
ら
に
一
一
月
七
日

ま
で
ず
れ
込
ん
で
い
る
。
一
〇
月
三
日
の
前
後
の
四
竈
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
、
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
天
皇
の
体
調
が
す

ぐ
れ
な
い
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
（
四
竈
一
六
三
・
一
六
四
）。

御
陪
食
の
節
、
玉
座
に
臨
御
あ
ら
せ
玉
ひ
し
も
、
多
少
御
気
色
勝
れ
さ
せ
玉
は
ざ
る
も
の
あ
り
。
御
咳
こ
れ
に
伴
ひ
、
御
姿
勢
等
思
は

し
か
ら
ざ
る
を
拝
し
奉
れ
り
と
は
畏
き
極
み
に
こ
そ
。
午
後
の
御
運
動
は
僅
か
に
宮
殿
内
の
御
逍
遙
に
止
ま
り
、
室
外
の
御
運
動
を
控

へ
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
夜
間
の
御
玉
突
も
平
日
と
異
り
て
、
単
に
出
御
遊
ば
せ
ら
る
と
言
ふ
に
過
ぎ
ざ
り
し
と
言
ふ
。〔
中
略
〕
洩
れ
承

は
る
に
、
特
に
御
大
儀
の
御
模
様
を
拝
し
奉
る
と
。
然
も
階
段
の
御
昇
降
に
は
、
昨
今
侍
従
両
側
よ
り
御
扶
け
参
ら
す
る
に
非
ざ
れ
ば

叶
は
せ
ら
れ
ず
と
は
何
た
る
こ
と
ぞ
。（
九
月
二
六
日
）

午
後
の
屋
外
御
運
動
は
尚
ほ
遊
ば
さ
れ
ず
。
玉
体
何
処
と
言
ふ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
御
不
自
由
に
わ
た
ら
せ
ら
れ
た
る
た
め
な
り
。

（
一
〇
月
二
日
）
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と
は
い
え
、
天
皇
の
体
調
は
、
悪
く
な
る
一
方
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
皇
は
、
一
〇
月
二
三
日
か
ら
二
五
日
ま
で
、
御
召
鑑
「
摂

津
」
に
お
い
て
千
葉
県
館
山
沖
で
の
海
軍
特
別
大
演
習
を
統
裁
し
、
二
八
日
に
は
特
別
大
演
習
観
艦
式
の
た
め
横
浜
に
行
幸
、
三
一
日
に
は

天
長
節
観
兵
式
で
雨
に
ぬ
れ
な
が
ら
閲
兵
し
た
。
ま
た
、
一
一
月
九
日
か
ら
一
九
日
ま
で
、
陸
軍
特
別
大
演
習
統
裁
の
た
め
に
兵
庫
県
須

磨
・
明
石
や
大
阪
府
伊
丹
に
行
幸
し
、
京
都
に
て
諸
陵
を
参
拝
す
る
な
ど
し
た
。
こ
の
陸
軍
特
別
大
演
習
に
は
、
一
八
歳
の
皇
太
子
裕
仁
親

王
が
初
め
て
参
加
し
た
（
四
竈
一
六
六
〜
一
八
〇
）。
一
一
月
七
日
の
第
五
九
回
御
進
講
は
、
こ
の
よ
う
な
小
康
状
態
の
間
に
か
ろ
う
じ
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
小
康
状
態
は
、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
一
一
月
二
五
日
に
は
、
海
軍
大
学
校
な
ど
の
卒
業
式
へ
の
行
幸
が
中
止
と
な
っ

て
お
り
（
四
竈
一
八
〇
）、
一
二
月
二
六
日
の
帝
国
議
会
開
院
式
に
は
、
勅
語
朗
読
が
数
日
間
練
習
し
て
も
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
行
幸
で
き

な
か
っ（
葦
）た
。
一
一
月
二
一
日
の
予
定
が
延
期
と
な
っ
た
第
六
〇
回
御
進
講
は
、
一
二
月
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
の
無
理
を
し
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
６
）
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
以
降

御
進
講
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
第
六
〇
回
御
進
講
の
帝
国
憲
法
第
七
二
条
第
一
項
の
部
分
ま
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
の
日
付
が
あ
る
御

進
講
録
は
、
清
水
澄
関
係
文
書
中
に
は
存
在
し
な
い
。
第
七
二
条
第
二
項
以
下
第
七
六
条
ま
で
の
御
進
講
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
っ
き
り
と
し
た
証
拠
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
一
方
で
、
大
正
天
皇
の
心
身
の
状
態
が
さ
ら
に
悪
化
し
た
こ
と
、
他
方
で
、
清
水
の
側
に
新
た
な
任
務
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
大
正
天
皇
の
状
態
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
一
九
二
〇
年
の
年
始
の
状
況
は
前
年
と
大
き
く
変
わ
ら
ず
、
四
方
拝
は
御
代
拝
、
観

兵
式
は
取
止
め
と
な
っ
た
が
、
御
運
動
は
行
っ
て
い
る
（
四
竈
一
八
七
〜
一
九
〇
）。
避
寒
の
た
め
の
葉
山
行
幸
啓
は
、
前
年
よ
り
早
く
一
月

一
九
日
に
行
わ
れ
た
（
四
竈
一
九
四
）。
避
寒
・
静
養
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
の
健
康
は
回
復
し
な
か
っ
た
。
三
月
三
一
日
に
は
、
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い
わ
ゆ
る
第
一
回
病
状
発
表
が
あ
り
、
還
幸
の
延
期
が
宮
内
大
臣
か
ら
公
表
さ
れ
た
。
四
月
九
日
に
は
「
聖
上
に
は
当
分
御
摂
養
の
必
要

上
、
御
座
所
に
於
て
政
務
を
臠
は
せ
ら
る
る
の
他
は
一
切
公
務
の
御
執
務
あ
ら
せ
ら
ざ
る
事
に
御
願
ひ
す
る
事
」「
今
後
は
内
外
人
の
拝
謁

等
も
表
向
き
に
は
聖
上
の
出
御
な
か
る
べ
く
、
必
要
已
む
を
得
ざ
る
の
場
合
に
は
皇
后
皇
太
子
代
っ
て
そ
の
御
役
を
勤
め
さ
せ
給
ふ
事
」
が

決
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
公
務
を
皇
后
・
皇
太
子
が
事
実
上
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
天
皇
に
は
自
分

が
病
気
だ
と
の
自
覚
は
な
か
っ（
芦
）た

（
四
竈
二
〇
三
）。

葉
山
御
用
邸
か
ら
の
還
幸
は
五
月
二
日
ま
で
遅
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
天
皇
の
病
状
は
改
善
せ
ず
、
公
務
に
復
帰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
六
月
一
六
日
か
ら
七
月
一
七
日
ま
で
沼
津
御
用
邸
で
静
養
、
同
月
二
七
日
か
ら
九
月
一
六
日
ま
で
日
光
田
母
沢
御
用
邸
で

避
暑
と
、
東
京
に
お
け
る
天
皇
の
不
在
が
常
態
化
し
た
（
四
竈
二
一
一
・
二
一
七
・
二
二
五
・
二
二
六
・
二
三
三
）。
沼
津
か
ら
還
幸
し
日
光
に
行

幸
す
る
ま
で
の
間
の
七
月
二
四
日
に
は
、
い
わ
ゆ
る
第
二
回
病
状
発
表
が
あ
り
、「
御
倦
怠
の
折
節
に
は
御
態
度
に
弛
緩
を
来
し
、
御
発
語

に
障
碍
起
り
、
明
晰
を
欠
く
事
偶
々
こ
れ
あ
り
」
と
い
っ
た
深
刻
な
心
身
の
状
況
が
、
国
民
に
対
し
て
正
式
に
伝
え
ら
れ
た
。

一
九
二
〇
年
六
月
頃
か
ら
、
宮
中
は
、
宮
中
某
重
大
事
件
、
皇
太
子
渡
欧
問
題
、
摂
政
設
置
問
題
と
た
て
つ
づ
け
に
重
要
な
政
治
問
題
に

み
ま
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
山
県
閥
支
配
が
崩
壊
し
、
牧
野
伸
顕
が
宮
内
大
臣
に
な
る
な
ど
、
宮
中
の
政
治
環
境
は
激
変
し
た
。
病
気
の
大

正
天
皇
が
こ
れ
ら
に
関
わ
る
わ
け
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
と
権
威
が
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
を
複
雑
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿

で
は
触
れ
る
必
要
は
あ
る
ま（
鯵
）い
。

大
正
天
皇
は
、
そ
の
後
も
、
観
兵
式
・
陸
軍
特
別
大
演
習
な
ど
軍
関
係
の
公
務
は
も
と
よ
り
、
内
外
の
使
臣
と
の
拝
謁
、
帝
国
議
会
や
諸

学
校
へ
の
行
幸
な
ど
の
公
務
を
行
う
こ
と
も
な
く
、
新
年
行
事
を
含
む
宮
中
祭
祀
の
御
親
祭
す
ら
行
っ
て
い
な
い
。
一
九
二
〇
年
一
二
月

二
三
日
か
ら
翌
年
四
月
一
二
日
ま
で
葉
山
御
用
邸
で
の
避
寒
・
療
養
、
五
月
一
七
日
か
ら
六
月
二
二
日
ま
で
沼
津
御
用
邸
で
の
療
養
、
七
月

一
五
日
か
ら
二
二
日
ま
で
塩
原
御
用
邸
、
二
二
日
に
は
日
光
田
母
沢
御
用
邸
に
移
り
九
月
二
一
日
ま
で
避
暑
と
、
療
養
に
専
念
せ
ざ
る
を
え
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な
か
っ
た
（
四
竈
二
四
二
・
二
五
三
・
二
五
八
・
二
六
〇
・
二
六
一
・
二
六
二
・
二
六
九
）。
そ
の
間
、
一
九
二
一
年
四
月
一
六
日
に
、
い
わ
ゆ
る

第
三
回
病
状
発
表
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
以
降
、
大
正
天
皇
は
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
て
、
御
進
講
を
受
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
御
進
講
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
く
。
皇
太
子
裕
仁
親
王
が
成
人
し
て
天
皇
の
公
務
を
代
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
摂

政
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
皇
太
子
は
、
一
九
一
九
年
五
月
七
日
に
成
年
式
を
挙
げ
て
天
皇
の
公
務
を
一
部
代
行
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
二
一
年
二
月
一
八
日
に
東
宮
御
学
問
所
の
終
業
式
を
終
え
、
い
よ
い
よ
、
三
月
三
日
か
ら
欧
州
を
歴
訪
し
て
見
聞

を
広
め
、
九
月
三
日
に
無
事
帰
国
し（
梓
）た
。
帰
国
後
、
牧
野
宮
内
大
臣
と
原
敬
（
一
八
五
六
〜
一
九
二
一
）
首
相
を
中
心
に
摂
政
の
設
置
に
向

け
た
動
き
が
加
速
す
る
。
一
〇
月
四
日
に
は
、
い
わ
ゆ
る
第
四
回
病
状
発
表
が
行
わ
れ
た
。
一
一
月
四
日
に
原
首
相
は
暗
殺
さ
れ
た
が
、
予

定
通
り
一
一
月
二
五
日
に
、
い
わ
ゆ
る
第
五
回
病
状
発
表
と
と
も
に
摂
政
設
置
が
行
わ
れ（
圧
）た
。
こ
う
し
て
、
天
皇
の
役
割
は
、
若
き
皇
太
子

が
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
は
や
天
皇
に
対
し
て
政
治
的
素
養
を
つ
け
る
必
要
は
な
く
な
り
、
皇
太
子
の
帝
王
学
に
力
が
注

が
れ
た
こ
と
は
、
当
然
の
流
れ
と
言
え
よ
う
。

大
正
天
皇
へ
の
御
進
講
が
一
九
一
九
年
一
二
月
五
日
の
第
六
〇
回
で
中
止
さ
れ
た
と
考
え
る
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
こ
の
点
と
関
連
す

る
。
一
九
二
〇
年
一
月
に
清
水
に
は
、
東
宮
御
学
問
所
御
用
掛
と
な
っ
て
、
皇
太
子
に
「
法
制
・
経
済
」
を
進
講
す
る
任
務
が
与
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
本
稿
の
最
初
で
述
べ
た
よ
う
に
、
清
水
は
、
こ
の
御
進
講
の
た
め
に
特
に
教
科
書
を
執
筆
す
る
な
ど
、
こ
の
任
務
に
打
ち
込
ん

だ
。
そ
し
て
皇
太
子
帰
国
後
は
、「
帝
国
憲
法
」
御
進
講
が
お
そ
ら
く
毎
週
二
回
行
わ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
行
政
裁
判
所
評
定
官
兼
枢
密
院

書
記
官
と
い
う
職
務
を
も
つ
清
水
に
と
っ
て
、
皇
太
子
へ
の
御
進
講
に
加
え
て
、
大
正
天
皇
へ
も
進
講
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
考

え
が
た
い
。
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注（
22
）　

第
二
二
回
御
進
講
に
は
、
草
稿
に
「
四
月
五
日
二
十
日
」
と
、
清
書
さ
れ
た
講
義
録
に
「
大
正
六
年
四
月
二
十
五
日
」
と
欄
外
書
き
込
み
が

あ
る
（
大
正
進
講
一
一
四
七―

草
稿
一
・
本
文
一
）。
一
九
一
七
年
四
月
五
日
は
木
曜
日
、
二
五
日
は
水
曜
日
で
あ
り
、
定
例
日
以
外
の
日
付
が
登

場
す
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
単
な
る
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）　

原
・
前
掲
書
注
（
12
）
一
九
三
・
一
九
四
頁
。

（
24
）　

原
・
前
掲
書
注
（
12
）
二
〇
九
頁
。

（
25
）　

伊
藤
・
前
掲
書
注
（
３
）
九
一
頁
。

（
26
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　

第
五
巻　

首
相
時
代
』（
一
九
八
一
年
、
福
村
出
版
）
一
九
三
頁
（
大
正
八
年
一
二
月
二
五
日
条
）。

（
27
）　

伊
藤
・
前
掲
書
注
（
３
）
一
六
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
28
）　

伊
藤
・
前
掲
書
注
（
３
）
一
四
六
頁
以
下
。

（
29
）　

皇
太
子
の
渡
欧
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
勝
『
裕
仁
皇
太
子
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
記
』（
一
九
九
八
年
、
草
思
社
）
が
詳
し
い
。

（
30
）　

伊
藤
・
前
掲
書
注
（
３
）
一
六
〇
頁
以
下
。

（
四
）
御
進
講
の
条
件
と
成
果

大
正
天
皇
の
心
身
の
状
態
が
悪
化
す
る
中
で
、
清
水
の
御
進
講
が
ど
の
よ
う
な
日
程
で
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
詳
細
に
検
討
し
て
き

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
御
進
講
が
未
完
の
ま
ま
お
わ
り
、
成
果
も
上
げ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

も
と
も
と
大
正
天
皇
へ
の
御
進
講
は
、
か
な
り
悪
い
条
件
で
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
天
皇
の
摂
政
宮
時
代
の
御
進
講
と
比
べ
る
と
、
次
の

よ
う
な
違
い
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
ま
ず
、
御
進
講
を
聞
い
た
と
き
の
両
天
皇
の
年
齢
で
あ
る
。
大
正
天
皇
へ
の
御
進
講
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
か
ら
一
九
一
九
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年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
の
天
皇
の
年
齢
は
三
六
歳
か
ら
四
〇
歳
で
あ
る
。
天
皇
が
こ
の
年
齢
ま
で
憲
法
に
つ
い
て
本
格
的
に
学
ん

で
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
た
い
、
大
正
天
皇
へ
の
帝
王
学
の
失
敗
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昭
和
天
皇
へ
の
御
進
講
は
、

「
法
制
・
経
済
」
が
東
宮
御
学
問
所
時
代
の
一
八
歳
か
ら
一
九
歳
の
と
き
、「
帝
国
憲
法
」
が
摂
政
宮
時
代
で
二
〇
歳
か
ら
二
五
歳
ご
ろ
ま

で
、「
行
政
法
」
と
「
皇
室
令
制
」
が
即
位
前
後
の
二
五
歳
ご
ろ
か
ら
三
〇
歳
ご
ろ
ま
で
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
高
等
教
育
を
受
け
る
通
常

の
年
齢
と
い
っ
て
よ
い
。

（
２
）
頻
度
と
い
う
点
で
も
、
ほ
ぼ
隔
週
に
一
回
、
五
〇
分
と
い
う
回
数
・
時
間
で
は
、
効
率
的
な
御
進
講
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
諸
種
の
事
情
で
御
進
講
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
定
例
日
も
多
く
、
回
数
の
多
い
一
九
一
七
年
・
一
九
一
八
年
で
も
年

間
二
〇
回
弱
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
昭
和
天
皇
へ
の
御
進
講
は
、「
行
政
法
」
と
「
皇
室
令
制
」
が
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
週
一
回

ず
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、「
帝
国
憲
法
」
は
毎
週
二
回
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
公
務
な
ど
で
中
止
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と

を
考
え
て
も
、
年
間
五
〇
回
以
上
は
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
御
進
講
の
量
と
い
う
点
で
相
当
の
違
い
が
あ
る
。

（
３
）
大
正
天
皇
へ
の
御
進
講
は
、
右
で
詳
し
く
検
討
し
た
よ
う
に
、
天
皇
の
心
身
の
状
態
が
悪
化
す
る
中
で
行
わ
れ
た
。
も
と
も
と
大

正
天
皇
が
大
学
レ
ベ
ル
の
御
進
講
を
理
解
で
き
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
一
九
一
八
年
秋
頃
か
ら
の
前
述
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
御
進
講
を

理
解
す
る
の
は
と
う
て
い
無
理
で
あ
っ
た
ろ
う
。
生
物
学
者
で
も
あ
っ
た
知
的
レ
ベ
ル
の
高
い
昭
和
天
皇
と
は
、
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
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